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特例制度とは 
　生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により
生涯に１回の登録が義務付けられており、登
録を受けると登録の証である鑑札が発行され
ます。特例制度とは、マイクロチップを上記
の鑑札とみなす制度となっており、指定登録
機関へマイクロチップの情報登録手続きを行
うことによって、犬の新規登録手続きが完了
する制度となっています。

犬の新規登録を行う人へ 
　７月１日㈯以降にマイクロチップの登録
（変更登録を含む）を行う犬については、マ
イクロチップが犬の鑑札とみなされるため、
窓口での申請手続きは不要となります。
　マイクロチップを装着していない犬や６月
30日㈮までにマイクロチップの登録（変更登
録を含む）を行っている犬については、従来
どおり申請書に交付手数料3,000円を添えて、
健康福祉課窓口で犬の鑑札の交付を受けてく
ださい。

登録済みの犬が新たに
マイクロチップの登録を行った場合 
　犬の登録を既に行っており、鑑札を発行済
みの犬が新たにマイクロチップを装着した場
合は、マイクロチップが犬の鑑札とみなされ
るため、発行済みの鑑札を返却する必要があ
ります。返却は健康福祉課までお願いします。

犬の所在地が変更になる場合 
　７月１日㈯以降にマイクロチップの登録を
行った犬が、引っ越しなどで所在地が変更と
なる場合、転居先によって手続き方法が異な
ります。
①市内での転居の場合、飼い主自身がマイク

ロチップの登録事項の変更を行います。窓口
での申請手続きは不要です。  
②本市から特例制度参加自治体への転居の場
合、飼い主自身がマイクロチップの登録事項
の変更を行います。窓口での申請手続きは不
要です。
③本市から特例制度不参加自治体へ転居の場
合、飼い主自身がマイクロチップの登録事項
の変更を行います。また、転居
先の自治体窓口において、犬の
転入手続きが必要となります。
　転居先の自治体が特例制度に
参加しているかは、右上のコー
ドでご確認ください。

やむを得ない事由によって、
マイクロチップを除去した場合 
　７月１日㈯以降にマイクロチップの登録が
完了した犬がやむを得ない事由によってマイ
クロチップを除去した場合、従来どおりの手
続きで犬の鑑札の交付を受ける必要がありま
す。この場合、登録手数料は発生しません。

新規登録手続きの注意点
　特例制度開始後も、狂犬病予防注射済票の

交付手続きに変更はありません。予防接種後
は、動物病院が発行した狂犬病予防注射済証
に手数料550円を添えて、市役所、支所で申請
を行い、狂犬病予防注射済票の交付を受けて
ください。

犬や猫にマイクロチップの登録を 
　４年６月１日に「改正動物愛護管理法」が
施行され、ペットショップやブリーダーから
販売される犬や猫へのマイクロチップの装着
と所有者に係る情報の登録が義務付けられて
います。ペットショップやブリーダー以外か
ら入手した、または、以前から飼養している
犬や猫については、マイクロチップの装着義
務はなく、努力義務となっています。
　しかし、犬や猫が迷子になったときや、地震
などの災害、盗難や事故によって飼い主と離
ればなれになったときにマイクロチップを装
着していると登録情報から飼い主に連絡をす
ることができます。すでに飼養している犬や
猫についての装着は努力義務となっています
が、できるだけ装着と登録をお願いします。

マイクロチップを装着した犬の
　　 新規登録手続きが変わります
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　動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により、４年６月１日から
「狂犬病予防法の特例制度」が開始されています。
　本市では、７月１日㈯から特例制度に参加し、これにより、犬の新規登
録の手続きが変わります。

問い合わせは
健康福祉課 421-6731へ

■特例制度開始後の新規登録手続きの流れ■従来の新規登録手続きの流れ

① 環境省登録サイト（指定登録機関）で電子申請か申請書を郵送
でマイクロチップ情報を登録
国登録手数料　電子決済：300円　郵送申請：1,000円

① 市役所窓口で、犬の登録申
請書の記入を行う。
　登録手数料3,000円を窓口
で支払う

② 登録申請書の内容を基に市
が犬の登録を行う

② 登録か変更登録が行われたマイクロチップ情報が環境省（指
定登録機関）から市に通知される。

③ 環境省（指定登録機関）からの通知情報を基に市が犬の登
録手続きを行う
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